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人と人との絆を大切に子ども達が笑顔になれる保育を提供します。家庭的な環境で

子ども達をのびのび育てるサポートをいたします。異年齢保育により思いやりの心が

芽生えて社会性を身につけていきます。

明るくくつろいだ家庭的な雰囲気の中で子ども達の、のびのびとした健全な心身の

育成を目指します。一人一人の個性を尊重、信頼し子ども達のあらゆる可能性や資質、

感性を引き出す手助けをします。毎日の生活や遊びの様々な経験が人としての基礎と

なり、しっかり遊び込んだ経験が将来の人間形成を豊かにします。

☆あいさつができる子ども ☆思いやりのある子ども

☆感性豊かな子ども ☆明るい子ども ☆元気な子ども

「保育理念」

「基本方針」

「保育目標」
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未来の子ども達のために



「小規模保育」

0-2歳児を対象とした、定員が6人以上19人以下の少人数で行う保育です。

一人の保育スタッフが担当する子どもの数が少ないため手厚く子どもの発達に

応じた質の高い保育を行うことができます。

2015年度より、子どもの保育、子育て支援を総合的に進める新しい仕組みの

一環として「子ども・子育て支援法」が施行されます。その中で小規模保育施設は

「小規模認可保育所」となり国の認可事業として位置づけられます。

保護者の子育てにも伴走する保育

子どもへ目がよく行き届くため、保護者の不安も解消します。 

子どもの個性に合わせた保育

集団に馴染めない子どもにも丁寧に対応します。

子どもの興味に沿った保育

決まったプログラムを実施するだけでなく、子どもたちの興味に応じ、その日の活動を

臨機応変に変更できます。

きずな保育園

園長・保育士・管理栄養士

施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・団体傷害保険

保育面積

開園時間

職員

保険

(三井住友海上火災) (保険範囲内で適用させていただきます)

(但し7：00～7：29、18：31～19：30は別途延長料金が必要です)

休園日 日曜・祝日　その他園が定めた日

嘱託医 吹田ちほ  すいたこども医院　院長

定員 18名

事業開始年月日 平成29年4月1日

47.620㎡

7:00～19:30

所在地 〒567-0027大阪府茨木市西田中町1-1　パークビル1Ｆ

電話番号 072-624-5060

きずなＫＩＤ’Ｓ保育園

事業開始年月日

開園時間
(但し7：０0～7：29、18：31～19：30は別途延長料金が必要です)

施設賠償責任保険・生産物賠償責任保険・団体傷害保険

(保険範囲内で適用させていただきます)

保険

(三井住友海上火災)

日曜・祝日　その他園が定めた日

園長・保育士・管理栄養士職員
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☆施設概要☆

嘱託医 吹田ちほ  すいたこども医院　院長

〒567-0815　大阪府茨木市竹橋町15-41　萩谷マンション1F

072-648-7345

19名     ※弾力化により受け入れは最大22名

平成23年11月1日

62.866㎡

7:00～19:30

所在地

定員

保育面積

休園日

電話番号



4月

5月 親子遠足

6月 消防見学(2歳児) 歯科検診

7月 プール(2歳児)　水遊び(1歳児) 七夕 内科健診（嘱託医）

8月 プール(2歳児)　水遊び(1歳児)

9月 親子参観

10月 プラネタリウム(2歳児)

11月 秋の遠足

12月 クリスマス会 内科健診（嘱託医）　　　　

1月 正月遊び

2月 節分

3月 お別れ発表会 ひな祭り

※毎月、身体測定、避難訓練・食育活動を行います。

☆一年間の主な行事☆
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入園説明会（新入園児）



○ミルクや睡眠時間はあくまでも目安です。

○室内遊びでは指先を使った遊び、体を使った遊び、感触遊びやリズム運動や製作活動を

   取り入れています。 毎週水曜日は外部講師による英語遊び・体操遊びを行っています。

　

朝の会

おやつ

朝の会

自由遊び

順次登園

自由あそび 自由あそび

排泄(トイレトレーニング)

設定保育

離乳食・ミルク

9:40

14:45

排泄 排泄

設定保育

おやつ(ミルク) おやつ

設定保育
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順次降園

終わりの会・自由あそび

排泄・着替え

午睡

11:50

☆デイリープログラム☆

起床・検温

排泄・手洗い

排泄 排泄 排泄

9:20

0歳児 1歳児

おやつ おやつ

朝の会

終わりの会・自由あそび

時間

7:30

終わりの会・自由あそび

順次登園

2歳児

順次登園

自由あそび

9:00

8:50 片付け・手洗い 片付け・手洗い 片付け・手洗い

排泄・着替え

12:20

15:30

15:45

14:30

起床・検温・排泄・手洗い

順次降園 順次降園

15:00

12:30 午睡

おやつ

10:00

10:40

11:15 排泄・着替え

手洗い・排泄

12:00 自由遊び

給食

起床・検温

排泄・手洗い

手洗い・排泄

11:45

給食

11:00

午睡

11:30



少子化によって子どもたちが異年齢の子ども同士とかかわることが少ない現代、

異年齢保育で多様な仲間関係や自我の発達にプラスになり異年齢保育活動を

通して子どもたちが相互に教え合い、学び合い、共に成長していきます。

保育園での生活が楽しいと思える環境をつくります。年齢や発達に応じたおもちゃ等を

用意し自分で遊びを選べるコーナー遊びを行います。

子どもが食に興味を持ち安全で健康に過ごせるように食育をすすめます。

調理員が離乳食・おやつ・昼食の献立を立て栄養バランスを考えた食事を提供します。

アレルギーがあれば医師の指示書のもと除去メニューを準備します。

※一部対応できない場合もあります。

おはしが正しく使えるようになるにはフォーク・スプーンを正しく使えることが大切に

なります。フォーク・スプーンが上手に使えるようになり一人一人の様子を見て

おはしに切り替えていきます。

万が一の場合に備えて毎月地震・火災・水害・不審者対策等を想定した避難訓練を

実施しています。

慣らし保育

保育園に入園したら、はじめは慣らし保育に挑戦します。短時間の保育生活を

徐々に伸ばして、子どもが保育園での生活に溶け込めるようにします。

保護者の方が「別れ」に慣れることも大事です。

おはしについて

避難訓練

☆保育園での生活☆

異年齢(縦割り)保育

子どもが楽しいと思える環境

食育に取り組みます
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開園時間　7：30～18：30

保育時間は保護者の勤務時間と通勤時間等を合わせた時間となります。

必要とする保育時間送迎者など『お迎え管理表』にご記入ください。

求職活動中、育児休暇中の保育は、特別な事情がない限り短時間保育の

保育時間となります。（原則８時間以内の保育）

ご両親どちらかお仕事がお休みの時は、ご家庭での保育をお願いします。

開園時間　7：30～18：30

土曜日の保育は、保護者が土曜日に就労の方のみ申し込み制となります。

子どもにとってお父さん、お母さんと過ごす時間は、心の安定につながりとても

大切な時間です。お仕事がお休みの時は、ご家庭での保育のご協力をお願いします。

土曜日登園される方は、ご利用される週の水曜日の登園時までに必ず土曜保育利用申請書

を提出して下さい。※第2・第４・第5土曜日は給食　第１・第３土曜日はお弁当持参です

30分300円 月額30分2500円

延長保育には延長保育料が別途必要になります。基本開園時間は7：30～18：30です。

18：31を過ぎますと延長料金・7：00～7：29の登園は早朝料金が発生致します。

30分300円 月額30分2500円

延長保育・早朝保育ご希望の方は事前にお知らせください。当日の急な延長保育の場合は

アプリにてご連絡ください。

基本的に、日曜日及び祝日はお休みとなります。

年末年始（12/29・30・31・1/1・2・3）は、休園となります。

お盆休み　8/13・14・15 園で指定した社員研修日

年始　1/4 新年度準備　3/31

ご家庭で保育が可能な方は、お休みのご協力をお願いします。

☆保育時間について☆

☆土曜保育について☆

☆休園について☆

☆延長保育について☆
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☆協力日について☆

※土曜日登園の場合勤務証明書が必要です



園からの配布物で提出の期限があるものは必ず期限をお守りください。

お父さん、お母さんがお仕事を頑張っているように子どもたちも毎日、保育園で

頑張っています。お仕事もお忙しいとは思いますがお迎えを待っている子どもの

気持ちも考え少しでも早いお迎えをお願いいたします。

買い物をしてから家事をしてからのお迎えではなく、子どもたちと一緒に

買い物に行く時間、一緒に家事をする時間も大切にしてあげて下さい。

園内外での保育活動の中で保育記録のためお子様の写真や名前を園内に掲示する

場合があります。取り扱いには十分に気を付けますのでご理解頂けますよう

お願いいたします。

園内での写真撮影、動画撮影はおやめ下さい。

保護者様から頂いたお子様の情報、ご家族の情報などは保育以外の目的では一切

使用致しません。

小規模認可保育園の利用の申込に伴い、小規模認可保育園と茨木市の間において

利用児童及びその保護者に関する状況を確認し合います。

ご理解とご協力をお願い致します。

きずな保育園・きずなKID'S保育園ではご意見箱を設置し保護者様からのご意見を

頂戴しております。

保育のこと、行事のことなど何でも結構ですのでよりよい保育を目指すために

皆様からの多くのご意見をお待ちしております。
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☆保護者の方へ☆

☆個人情報について☆

☆ご意見箱☆



熱が37.5℃以上ある場合は原則お預かりできません。また保育中に37.5℃以上の

熱が出たときは保護者の方に連絡しお迎えを依頼致します。

第二種の病気にかかられた場合、医師の意見書が必要となりますのでご注意下さい。

また第三種の病気にかかられた場合は医師の意見書まで必要といたしませんが

保護者の方が記入する、登園許可書が必要となります。

お子様の怪我などには十分注意して保育にあたりますが、万が一怪我をした場合は

嘱託医に相談の上必要に応じて保育園の方から病院に連れていきます。

その後保護者の方にもご連絡させて頂きます。

また病院では保険証・乳児医療証の原本が必要な為、後日病院の方へ行って頂きます。

原則として保育園での投薬は致しません。診察の際、保育園に通っていることを

伝えて薬の処方は出来る限り1日2回の処方でお願いして下さい。

慢性の病気の場合(気管支喘息・てんかん・アトピー性皮膚炎など)は医師、嘱託医

との相談でお受け出来る場合があります。保育士にご確認ください。

☆病気について☆

☆お子様が怪我をされた場合☆

☆保育園での投薬☆
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<地震が発生した場合>

大地震(震度5以上)が発生した場合

登園前 臨時休園

登園後 保護者にお迎えを要請します

翌日休園

震度5未満の地震が発生した場合

園施設の被害状況、通園路の安全状況により臨時休園をするかどうかを判断します。

休園の連絡がない限り開園します。

「大雨」「大雨洪水」の警報が発令された場合は通常通り開園しますが

登降園に際して十分に気を付けて下さい。

☆地震発生及び警報が発令された場合☆
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暴風警報・大雨特別警報について 

★登園前に暴風警報・大雨特別警報が発令された場合 

①警報が解除されるまで、家庭において待機して下さい 

②午前７時までに解除された場合は通常どおり開園いたします 

③午前７時を過ぎてから午前 9 時までに解除された場合は、 

   解除後１時間を経てから保育を開始します 

   （但し、8 時以降の解除の場合は簡易給食となります。） 

④午前 9 時までに解除されなかった場合は休園といたします 

※ ②、③の場合においても、道路や橋の損壊、家屋の倒壊な

どで危険な場合は、自宅待機や臨時休園等、必要な処置をとる

こともあります 

※ 通常通りの開園以外の時は、お知らせメールにてご案内 

致します 

★登園してから暴風警報・大雨特別警報が発令された場合 

⑤園児の安全を確保するため、速やかに保護者様にお迎えを 

要請し、帰宅して頂きます 

 

きずな保育園・きずな KID’S 保育園 

 



項目
内容，負担を求める理由及び

目的
金額

教材・消耗品 日々の保育に必要 月額　　　　2,000　円

スモック・帽子・カバン 日々の保育に必要 入園時　　　3,000　円

☆利用者負担金など☆

登降園の際には保護者証が必要となりますので、保護者証を専用端末にかざし、

登園、降園の入力をお願いします。

保護者証は、1家庭に2枚まで発行致します。3枚以上必要な方は1枚380円で販売

致します。保護者証を紛失された場合は速やかに当園へ申し出てください。

再発行をいたしますが(実費負担1枚380円)、紛失した保護者証が他の人に使用され

た場合は、園は責任を負いかねますので、紛失しないようご注意ください。

保護者証を忘れられた場合は、お子様を引き渡しできません。

保護者証は一度購入されましたら、入園から卒園(中途退園)まで同じ物を使って

いただきますが、卒園・退園時には安全確保のため、全て回収し、データー削除

後、当園でシュレッターし処分致します。追加でご購入いただいた保護者証はデー

ター削除後ご希望に応じてお返し致します。

ただし、引き続いてご継続される場合は、同じ保護者証を使っていただきます。

保護者証 3枚以上必要な場合 1枚　　　　   380　円

特定地域型保育の提供に要する利用者負担金（上乗せ徴収分，実費分）

手ぶら登園(エプロン・口拭き) 手ぶら登園利用者 月額(任意)　  500　円

バス送迎

手ぶら登園(おむつ・おしり拭き) 手ぶら登園利用者 月額(任意)　 2,500　円

バス利用者　運営協力金
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月額(任意)　 2,000　円



お子様の送迎や行事などで保育園に出入りする際には必ず保護者証を付けてください。

不審者侵入防止の為ご協力お願いいたします。

送迎の際には保護者証を使って登降園時間を管理しています。

お子様の登園状況が瞬時に把握できるシステムとなっていますので必ずおこなってください。

登園は規則正しい生活リズムを習慣づけるためにも8:50までにお願いいたします。

出入り口は防犯上の為、施錠しています。登降園の際はインターフォンを押して下さい。

当日、急なお熱や用事でお休みされる場合は給食の準備などの都合上8：30までに連絡を

お願いいたします。

保育園には駐車場がございませんのでお車での送迎はご遠慮ください。

万が一お車で送迎される場合は自己責任でお願いいたします。

ベビーカーは置き場所が無いので、お持ち帰り頂くか、抱っこひもでの登園をお願い致します。

朝の時間はとても忙しい時間かと思いますが、朝食はお家で食べてきてください。

食べながらの登園や口に入ったままの登園はしないでください。

髪の長いお子様については必ずゴムで髪をくくってきてください。

尚、カチューシャ・ピン等や大きな髪飾りは怪我の原因となりますのでおやめください。

爪は週に一度は見てください。爪が伸びていると怪我の原因となりますので気を付けて

下さい。保育園では爪は切りません。

登降園時、おもちゃ、ぬいぐるみ等は持ち込まないで下さい。

また、おやつは園内に持ち込まないでください。

朝、病院などで遅れて登園される場合、お散歩に行っている場合がありますので

9：30～11：00の間はお受けできない場合があります。

予定の登園時間より、早く来られる場合は前日までにアプリにてご連絡下さい。

予定の登降園時間より、15分以上変わる場合もアプリにてご連絡下さい。

基本的にはコドモンアプリを使ってご連絡していただきますが、お急ぎの場合や、

すぐに返答が必要な質問等に関しましてはお電話下さい。

☆登降園について☆
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<園で購入し用意するもの>

○手さげかばん ○スモック　〇カラー帽子

<園に置いとくもの>手ぶら登園利用する場合 <園に置いとくもの>手ぶら登園利用しない場合

注1　2歳児クラスは、7月よりトイレトレーニング開始のためおむつ・おしり拭きの手ぶら登園は終了となります。

　　　エプロン・口拭きタオルの手ぶら登園は月額500円で継続できます。

<毎日持って来るもの>手ぶら登園利用する場合 <毎日持って来るもの>手ぶら登園利用しない場合

・安全対策のためフード、ボタン等の装飾の無い衣服を

　ご準備下さい。

　※判断が難しい場合は保育士にお尋ね下さい

名前は見えやすい所に書いて
下さい。

靴

マジックテープで調整できる物
名前はわかりやすい所に
書いて下さい。

靴下

足裏か見えやすい所に書いて
下さい。
自分で着脱しやすいもの

タオルケット

名前は見えやすい所に書いて
下さい。
毎週末持ち帰りです。

汚れ物入れ

エコバッグ　横30㎝ 縦50㎝位
の大きさ
名前を見えやすいところに
書いて下さい。

☆入園・進級時の準備物及び持ち物について☆

着替え各種

名前はタグに書いて下さい

着替えセット

肌着・Tシャツ・ズボン
★肌着とTシャツをズボンで
包んで下さい。

トレーニングパンツ 紙おむつ

3層タイプをご用意して下さい。
名前はタグに書いて下さい。

名前は前面に書いて下さい。

エプロン 口拭きタオル

名前はタグか後面の布に書い
て下さい。

タオルハンカチタイプをご用意
下さい。
名前はタグか見えやすい所に
かいてください。

おしり拭き
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様式第１号（第８関係） 

意 見 書

（あて先） 保育園長 

児童名 （ ） 

病 名 

（該当する番

号に○印をつ

けてください） 

１ 麻しん（はしか） ２ インフルエンザ 

３ 風しん ４ 水痘（水ぼうそう） 

 ５ 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） ６ 結核 

 ７ 咽頭結膜熱（プール熱） ８ 流行性角結膜炎 

 ９ 百日咳 

 10 腸管出血性大腸菌感染症（ Ｏ157・Ｏ26・Ｏ111等 ） 

 11 急性出血性結膜炎 

12  侵襲性髄膜炎菌感染症（髄膜炎菌性髄膜炎） 

13 その他（アデノウイルス感染症・ 等） 

  年  月  日から症状が回復し、集団生活に支障がない状態になったので 

登園可能と判断します。 

年  月  日 

医療機関

医師名 ㊞ 



様式第２号（第８関係） 

登 園 許 可 書

（あて先） 保育園長 

児童名 （ ） 

病 名 

（該当する番号 

に○印をつけて 

ください） 

１ 溶連菌感染症 ２ マイコプラズマ肺炎

３ 手足口病 ４ 伝染性紅斑（りんご病） 

５ ウイルス性胃腸炎（ノロ、ロタウイルス等）

６ ヘルパンギーナ ７ ＲＳウイルス感染症 

８ 帯状疱しん ９ 突発性発しん 

10 伝染性膿痂疹（とびひ） 

11 その他（細菌性胃腸炎・ 等） 

 （医療機関名）   において 

 症状が回復し、集団生活に支障がないと診断されましたので、登園します。 

年  月  日 

  （保護者名） 



MEMO
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